
主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。
　　　　　当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
　　　　　　　　　

理　　　　由

　被告人本人の上告趣意二のうち、および弁護人青柳孝夫の上告趣意第一点のうち、昭和二九年京都市条
例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例（以下「本条例」という。）が、憲法二一条に違
反するという主張について。
　本条例が、道路その他屋外の公共の場所で、集会もしくは集団行進を行なおうとするときまたは場所のい
かんを問わず集団示威運動を行なおうとするときは、公安委員会の許可を受けなければならないと定め、こ
れらの集団行動（以下単に「集団行動」という。）を事前に規制しようとするものであることは所論のとおりであ
る。しかしながら、本条例を検討すると、同条例は、集団行動について、公安委員会の許可を必要としている
が（二条）、公安委員会は、集団行動の実施が「公衆の生命、身体、自由又は財産に対して直接の危険を及
ぼすと明らかに認められる場合の外はこれを許可しなければならない。」と定め（六条）、許可を義務づけて
おり、不許可の場合を厳格に制限しているのである。
　そして、このような内容をもつ公安に関する条例が憲法二一条の規定に違反するものでないことは、これと
ほとんど同じ内容をもつ昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
についてした当裁判所の大法廷判決（昭和三五年（あ）第一一二号同年七月二〇日判決、刑集一四巻九号
一二四三頁）の明らかにするところであり、これを変更する必要は認められないから、所論は理由がない。
　同弁護人の上告趣意第一点のうち、本条例が憲法三一条に違反するとの主張について。
　所論は、本条例は、許可を与える際必要な条件をつけることができると定め（六条）、この条件に違反し、ま
たは違反しようとする場合には、警察本部長が、その主催者、指導者もしくは参加者に対し警告を発し、その
行動を制止することができ（八条）、更に、条件違反の場合には、主催者、指導者等を処罰することができる
旨定めている（九条）が、このように、右条件の内容の解釈および条件違反の判定をすべて警察に委ねてい
る点で、適法手続を定めた憲法三一条に違反し、また、条件を取締当局に都合のよいように定めることを許
している点でも、白地刑法を禁止した同条に違反する旨主張する。
　しかし、本条例六条一項但書は、公安委員会の付しうる条件の範囲を定めており、これに基づいて具体的
に条件が定められ、これが主催者または連絡責任者に通告され（六条二項、同条例施行規則五条）、この具
体化された条件に違反した行為が、警告、制止および処罰の対象となるのであつて、所論のように取締当局
がほしいままに条件を定めることを許しているものではなく、犯罪の構成要件が規定されていないとかまたは
不明確であるとかいうことはできない。そうすると、所論違憲の主張は、その前提を欠くことになり、適法な上
告理由とならない。
　被告人本人の上告趣意三の（４）について。
　所論は、本人の意思に反し、かつ裁判官の令状もなくされた本件警察官の写真撮影行為を適法とした原判
決の判断は、肖像権すなわち承諾なしに自己の写真を撮影されない権利を保障した憲法一三条に違反し、
また令状主義を規定した同法三五条にも違反すると主張する。
　ところで、憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民
の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と
規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護
されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人
も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態（以下「容ぼう等」という。）を撮影されない自由を有するものと
いうべきである。
　これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等
を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。しかしながら、個人
の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場
合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。そして、犯罪を捜査することは、公共
の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるのであるか
ら（警察法二条一項参照）、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみなら
ず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうるものといわなければならな
い。
　そこで、その許容される限度について考察すると、身体の拘束を受けている被疑者の写真撮影を規定した
刑訴法二一八条二項のような場合のほか、次のような場合には、撮影される本人の同意がなく、また裁判官
の令状がなくても、警察官による個人の容ぼう等の撮影が許容されるものと解すべきである。すなわち、現に
犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性およ
び緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときで
ある。このような場合に行なわれる警察官による写真撮影は、その対象の中に、犯人の容ぼう等のほか、犯
人の身辺または被写体とされた物件の近くにいたためこれを除外できない状況にある第三者である個人の
容ぼう等を含むことになつても、憲法一三条、三五条に違反しないものと解すべきである。
　これを本件についてみると、原判決およびその維持した第一審判決の認定するところによれば、昭和三七
年六月二一日に行なわれた本件Ａ連合主催の集団行進集団示威運動においては、被告人の属するＢ大学
学生集団はその先頭集団となり、被告人はその列外最先頭に立つて行進していたが、右集団は京都市ａ区
ｂ町ｃ約三〇メートルの地点において、先頭より四列ないし五列目位まで七名ないし八名位の縦隊で道路の
ほぼ中央あたりを行進していたこと、そして、この状況は、京都府公安委員会が付した「行進隊列は四列縦
隊とする」という許可条件および京都府中立売警察署長が道路交通法七七条に基づいて付した「車道の東
側端を進行する」という条件に外形的に違反する状況であつたこと、そこで、許可条件違反等の違法状況の



視察、採証の職務に従事していた京都府山科警察署勤務の巡査Ｃは、この状況を現認して、許可条件違反
の事実ありと判断し、違法な行進の状態および違反者を確認するため、木屋町通の東側歩道上から前記被
告人の属する集団の先頭部分の行進状況を撮影したというのであり、その方法も、行進者に特別な受忍義
務を負わせるようなものではなかつたというのである。
　右事実によれば、Ｃ巡査の右写真撮影は、現に犯罪が行なわれていると認められる場合になされたものて
あつて、しかも多数の者が参加し刻々と状況が変化する集団行動の性質からいつて、証拠保全の必要性お
よび緊急性が認められ、その方法も一般的に許容される限度をこえない相当なものであつたと認められるか
ら、たとえそれが被告人ら集団行進者の同意もなく、その意思に反して行なわれたとしても、適法な職務執行
行為であつたといわなければならない。
　そうすると、これを刑法九五条一項によつて保護されるべき職務行為にあたるとした第一審判決およびこれ
を是認した原判決の判断には、所論のように、憲法一三条、三五条に違反する点は認められないから、論旨
は理由がない。
　被告人本人のその余の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反、事実誤
認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
　同弁護人のその余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同条の上告理由にあたら
ない。
　よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
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